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ルールなどについても、景観ガイドラインの作
成と連動し、関係部署と連携して検討する。
　空き地・空き家等への対応については、雑草

繁茂や害虫の問題といった衛生環境上の視点に
立ちながら、適正な管理等について関係部署が
連携した横断的な対応の検討を進めていく。

主な事業
事業費（単位：百万円）

H28 H29 H30 H31 H32

環境啓発事業の充実とわかりやすい情報発信

環境啓発施設「エコプラザ（仮称）」の開設 12

エネルギーの地産地消（再生可能エネルギーの導入、新たなエネルギー利用の検討） 21

民有地のみどりの保全と創出の推進

公園緑地の整備・拡充及び効率的・効果的な維持管理 1,346 1,347 1,013 1,014 1,015 

仙川水辺環境整備基本計画の推進 23 84 84 84 84

新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設事業 4,379 536 969 462 

新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設事業に伴う周辺整備

ごみの発生抑制と最終処分量の削減

感染症媒介蚊等の新たな環境リスクへの対応
※事業費については、新規事業と建設事業を除きレベルアップ分を記載し、未定もしくは経常経費は空欄とした。

■�主な事業の実施予定及び事業費
１　地域の特性に合ったまちづくりの推進
	 	　住環境の保全や地域の活性化など、地域が抱える課題等にきめ細かく対応するため、地域住民がまちづ

くりに関するビジョンを定めるとともに地域と連携することで、地域の特性にあった地域ごとのまちづく
りを推進していく。

２　都市基盤の更新
	 	　都市基盤の更新は、都市が存続する限り、継続的に実施していく必要があることから、中長期的な財政

状況等も勘案しながら、計画的に実施することで、事業費の軽減と平準化を図る。
３　利用者の視点を重視した安全で円滑な交通環境の整備
	 	　ユニバーサルデザイン等の理念を取り入れ、各交通機関のバランスを図りながら、だれもが安全で快適

に移動できるよう、交通環境の整備を推進する。
４　道路ネットワークの整備
	 	　道路整備の推進の際には、歩行者空間の充実や、景観への配慮、スムーズな交通網の確立による騒音・

大気汚染の抑制、防災性の向上、沿道市街地の住環境に配慮した道路づくりを進める。
５　下水道の再整備
	 	　市内に終末処理施設を持たないことから、都や関係区市等との連携により、広域的な視点で施設全体の

整備を推進する。下流域への配慮に加え、地下水涵養による良好な水環境の創出のため、雨水浸透ます等
の雨水貯留浸透施設の設置を行政、市民の役割分担で進めていく。

６　住宅施策の総合的な取組み
	 	　まちづくりや福祉的な視点を含めて住宅施策を総合的に推進していく。その際、公的住宅供給者や民間

賃貸住宅供給事業者等との連携を継続していく。市営住宅、福祉型住宅については、その維持管理コスト
の縮減や公平性などの観点も勘案しながら管理運営を行っていく。

７　三駅周辺まちづくりの推進
	 	　鉄道駅を中心として形成されているまちの魅力を高めていくため、それぞれの個性を活かしたまちづく

りを推進する。
  （1）　吉祥寺地区
	 	　吉祥寺駅の大改修を魅力あるまちづくりにつなげるため、進化するまち『NEXT－吉祥寺プロジェクト』

に基づき、「回遊性の充実」、「安全安心の向上」を目指したまちづくりを推進する。
  （2）　中央地区
	 	　三鷹駅北口まちづくり構想を策定することで、駅周辺にふさわしい街並みへつなげるとともに、補助幹

線道路等の整備を進める。また、玉川上水等の緑と水を活かしたまちづくりを進める。
  （3）　武蔵境地区
	 	　駅周辺の道路や駅前広場といった都市基盤整備を進めるとともに、多様な主体が連携し南北一体となっ

たにぎわいづくりに取り組み、商業・産業等の発展を図る。
８　安全でおいしい水の安定供給
	 	　老朽化している浄水場施設や水源施設の適正な維持管理や、老朽化した配水管網の整備、耐震化向上を

計画的に進めていく。災害時や事故等においても水道水を安定供給するため、都水道局との連絡管等のネッ
トワークによるバックアップ機能を確立する必要があり、都営水道との一元化に向けた検討を進めていく。

第五期長期計画の施策の大綱（議決事項）

都市基盤Ⅴ

　この分野の施策は、都市活動の基盤となる道路や上下水道などの整備とともに、都市計画マスタープ
ラン＊や地域ごとのまちづくりビジョンに基づいた市民参加による計画的なまちづくりを推進すること
を目的とする。
　市民が計画策定の早い段階からまちづくりに参加し、市民・事業者・市が情報を共有し連携を図りな
がら、まちづくりのビジョンなどの検討を通じて、地域ごとの特色あるまちづくりを一体となって推進
していく。
　また、本市は早くから都市基盤の整備に着手してきたため、これらは大規模修繕や更新の時期を迎え
ている。将来にわたり持続可能な都市となるよう、引き続き効率的に財政投資を図っていく。
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　住環境の保全や地域の活性化など、地域が抱
える課題などにきめ細かく対応するためには、
地域の特性に合った地域ごとのまちづくりを進
めていく必要がある。そのため地域住民がまち
づくりに関心を持ち、自ら参加し、様々な主体
と連携しながらまちづくりのビジョンを定め、
共有してまちづくりを進めていく。
　さらに、まちづくりの状況を踏まえた情報を
提供し、個々人のまちづくりへの関心を高め、
景観をはじめとする緑・環境、安全・安心など
に配慮した住民の発意による地域単位のまちづ
くりを支援していく。

（1）参加に基づく計画的なまちづくりの展開
　まちづくり条例＊に定められた、まちづくりへ
の提案や意見提出など市民参加の制度の周知と
ともに活用を促し、地域特性に合った地域ごと
のまちづくりを進める。また、時代や環境の変
化などに的確に対応し、まちづくりに関する施
策を効果的に推進していくため、運用の実績を
踏まえながら、まちづくり条例＊の必要な見直し
を行っていく。

（2）�まちづくりに関する情報の共有化と支援
制度の充実

　地区計画＊や地区まちづくり計画＊などを活用
し、地区単位のきめ細かいまちづくりを進めて
いくため、市民が行うまちづくりを支援する制
度を充実させるなど、市民ニーズに合った制度
を検討していく必要がある。そのため、まちづ
くりに関する個別計画や個別事業の進捗状況に
関する情報提供を行い、市民などのまちづくり
に関する意識を高め、ビジョン策定に向けたま
ちづくり活動を支援する。まちづくりを支援す
る制度については、（一財）武蔵野市開発公社＊

のまちづくり支援業務の拡充を視野に入れ、市
民やまちづくりに関する団体などの意見も踏ま
え、有効な具体策を検討する。

（3）土地利用の計画的誘導
　都市計画マスタープラン＊に基づき、地域特
性に合った土地利用を誘導していく必要がある。
特に、「特定土地利用維持ゾーン＊」について、
引き続き特別用途地区＊の導入について検討を進
める。また、公共公益施設の老朽化対策や機能
更新により現状の土地利用に課題が生じる場合
は、施設の必要性や周辺環境を考慮した適切な
土地利用の誘導を進める。

（4）調和のとれた都市景観の形成
　魅力ある景観形成を図るため、都市計画マス
タープラン＊で示されている景観まちづくりの方
針を踏まえ、目指すべき将来像のイメージをよ
り具体化した景観ガイドラインを周知・共有し、
市民による景観まちづくりを促進する。開発事
業者に対しては、まちづくり条例＊に基づく協議
などを進め、誘導による景観まちづくりを展開
していく。

地域の特性に合った
まちづくりの推進

基本
施策 1

　上下水道や道路などの都市基盤は市民生活や
経済活動に欠かせない施設であり、その継続的
な安定性や持続可能性が求められている。本市
は、早期に市の全域が市街化されたため、高度
成長期に整備された都市基盤は更新時期を迎え
ており、また、近年の集中豪雨による浸水被害
や東日本大震災の発災などを踏まえた防災機能
の重要性、老朽化した施設の安全対策の必要性
などが高まっている。そのため、中長期的な財
政状況や社会情勢の変化などを踏まえた計画的・
効率的・効果的な更新や維持管理を実施する。

（1）持続可能な都市基盤の構築
　道路、上下水道や公園などの都市基盤は、施
設の安全性の確保と質を維持するために、施設
の長寿命化、計画的な維持管理・更新による事
業費の軽減と平準化を図る。

（2）計画的・効率的な道路施設管理
　道路については、今後策定予定の「道路総合
管理計画（仮称）」において各施設の特性、路線
の重要度や近隣自治体の管理状況を考慮して、
今後の管理水準を明らかにするとともに、様々
な手法の活用による計画的・効率的な管理を実
施する。なお、施設の更新にあたっては、環境
やバリアフリーなどの視点に配慮して推進する。

（3）�建築物の適正な維持管理、安全対策の
推進

　不特定多数の人が利用する施設や雑居ビルな
どでの火災、エレベーター・エスカレーターな
どの建築設備や外壁落下などの事故を未然に防
止するために、定期報告制度など諸制度を積極
的に活用するとともに、警察、保健所、消防な
どとの合同査察や民間関係機関との情報共有な

どをはじめとした関係機関との連携強化を図り
ながら、建築物の適正な使用、維持管理の指導
を行い、安全対策の推進に向けて継続的な取り
組みを行う。また、安全で秩序あるまちづくり
を進めるために、巡回・情報収集などによる違
反行為の未然防止や違反建築物の是正などにつ
いて対策の徹底を図る。

　本市は、地域公共交通機関が発達した利便性
の高い都市である。高齢社会の進展に対応する
ため、歩行者重視の視点により、誰もが安全で
快適に移動できるよう、各交通機関などとの連
携を深め、さらなる交通環境の向上を推進して
いく。
　また、平坦な地形であることから環境に優し
い移動手段である自転車が多く利用されている。
しかし、市内で発生した自転車が関与する交通
事故の割合が都内の平均と比べて高くなってい
るなど、様々な課題が生じている。走行環境の
整備といったハード面とともに、都や近隣自治
体、警察などの様々な主体との広域的な連携を
含めた交通ルールやマナーの啓発、保険加入の
推奨などソフト面での取り組みも行い、より安
全で快適な交通環境整備を進めていく。

（1）�バリアフリー・ユニバーサルデザインの
まちづくりの推進

　バリアフリー基本構想＊に位置付けられてい
る特定事業計画に基づき、高齢者や障害者、子
ども連れの人などすべての人に配慮した建築物
や公園などのバリアフリー化を引き続き推進し
ていく。また、これまでの実績を踏まえて同基
本構想の評価を行い、見直しを検討する。なお、
多くの利用がある鉄道施設へのホームドア＊設置
など、民間事業者との協議を行い、事業推進を

都市基盤の更新基本
施策 2

利用者の視点を重視した安全で
円滑な交通環境の整備

基本
施策 3

景観ワークショップ
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　住環境の保全や地域の活性化など、地域が抱
える課題などにきめ細かく対応するためには、
地域の特性に合った地域ごとのまちづくりを進
めていく必要がある。そのため地域住民がまち
づくりに関心を持ち、自ら参加し、様々な主体
と連携しながらまちづくりのビジョンを定め、
共有してまちづくりを進めていく。
　さらに、まちづくりの状況を踏まえた情報を
提供し、個々人のまちづくりへの関心を高め、
景観をはじめとする緑・環境、安全・安心など
に配慮した住民の発意による地域単位のまちづ
くりを支援していく。

（1）参加に基づく計画的なまちづくりの展開
　まちづくり条例＊に定められた、まちづくりへ
の提案や意見提出など市民参加の制度の周知と
ともに活用を促し、地域特性に合った地域ごと
のまちづくりを進める。また、時代や環境の変
化などに的確に対応し、まちづくりに関する施
策を効果的に推進していくため、運用の実績を
踏まえながら、まちづくり条例＊の必要な見直し
を行っていく。

（2）�まちづくりに関する情報の共有化と支援
制度の充実

　地区計画＊や地区まちづくり計画＊などを活用
し、地区単位のきめ細かいまちづくりを進めて
いくため、市民が行うまちづくりを支援する制
度を充実させるなど、市民ニーズに合った制度
を検討していく必要がある。そのため、まちづ
くりに関する個別計画や個別事業の進捗状況に
関する情報提供を行い、市民などのまちづくり
に関する意識を高め、ビジョン策定に向けたま
ちづくり活動を支援する。まちづくりを支援す
る制度については、（一財）武蔵野市開発公社＊

のまちづくり支援業務の拡充を視野に入れ、市
民やまちづくりに関する団体などの意見も踏ま
え、有効な具体策を検討する。

（3）土地利用の計画的誘導
　都市計画マスタープラン＊に基づき、地域特
性に合った土地利用を誘導していく必要がある。
特に、「特定土地利用維持ゾーン＊」について、
引き続き特別用途地区＊の導入について検討を進
める。また、公共公益施設の老朽化対策や機能
更新により現状の土地利用に課題が生じる場合
は、施設の必要性や周辺環境を考慮した適切な
土地利用の誘導を進める。

（4）調和のとれた都市景観の形成
　魅力ある景観形成を図るため、都市計画マス
タープラン＊で示されている景観まちづくりの方
針を踏まえ、目指すべき将来像のイメージをよ
り具体化した景観ガイドラインを周知・共有し、
市民による景観まちづくりを促進する。開発事
業者に対しては、まちづくり条例＊に基づく協議
などを進め、誘導による景観まちづくりを展開
していく。

地域の特性に合った
まちづくりの推進

基本
施策 1

　上下水道や道路などの都市基盤は市民生活や
経済活動に欠かせない施設であり、その継続的
な安定性や持続可能性が求められている。本市
は、早期に市の全域が市街化されたため、高度
成長期に整備された都市基盤は更新時期を迎え
ており、また、近年の集中豪雨による浸水被害
や東日本大震災の発災などを踏まえた防災機能
の重要性、老朽化した施設の安全対策の必要性
などが高まっている。そのため、中長期的な財
政状況や社会情勢の変化などを踏まえた計画的・
効率的・効果的な更新や維持管理を実施する。

（1）持続可能な都市基盤の構築
　道路、上下水道や公園などの都市基盤は、施
設の安全性の確保と質を維持するために、施設
の長寿命化、計画的な維持管理・更新による事
業費の軽減と平準化を図る。

（2）計画的・効率的な道路施設管理
　道路については、今後策定予定の「道路総合
管理計画（仮称）」において各施設の特性、路線
の重要度や近隣自治体の管理状況を考慮して、
今後の管理水準を明らかにするとともに、様々
な手法の活用による計画的・効率的な管理を実
施する。なお、施設の更新にあたっては、環境
やバリアフリーなどの視点に配慮して推進する。

（3）�建築物の適正な維持管理、安全対策の
推進

　不特定多数の人が利用する施設や雑居ビルな
どでの火災、エレベーター・エスカレーターな
どの建築設備や外壁落下などの事故を未然に防
止するために、定期報告制度など諸制度を積極
的に活用するとともに、警察、保健所、消防な
どとの合同査察や民間関係機関との情報共有な

どをはじめとした関係機関との連携強化を図り
ながら、建築物の適正な使用、維持管理の指導
を行い、安全対策の推進に向けて継続的な取り
組みを行う。また、安全で秩序あるまちづくり
を進めるために、巡回・情報収集などによる違
反行為の未然防止や違反建築物の是正などにつ
いて対策の徹底を図る。

　本市は、地域公共交通機関が発達した利便性
の高い都市である。高齢社会の進展に対応する
ため、歩行者重視の視点により、誰もが安全で
快適に移動できるよう、各交通機関などとの連
携を深め、さらなる交通環境の向上を推進して
いく。
　また、平坦な地形であることから環境に優し
い移動手段である自転車が多く利用されている。
しかし、市内で発生した自転車が関与する交通
事故の割合が都内の平均と比べて高くなってい
るなど、様々な課題が生じている。走行環境の
整備といったハード面とともに、都や近隣自治
体、警察などの様々な主体との広域的な連携を
含めた交通ルールやマナーの啓発、保険加入の
推奨などソフト面での取り組みも行い、より安
全で快適な交通環境整備を進めていく。

（1）�バリアフリー・ユニバーサルデザインの
まちづくりの推進

　バリアフリー基本構想＊に位置付けられてい
る特定事業計画に基づき、高齢者や障害者、子
ども連れの人などすべての人に配慮した建築物
や公園などのバリアフリー化を引き続き推進し
ていく。また、これまでの実績を踏まえて同基
本構想の評価を行い、見直しを検討する。なお、
多くの利用がある鉄道施設へのホームドア＊設置
など、民間事業者との協議を行い、事業推進を

都市基盤の更新基本
施策 2

利用者の視点を重視した安全で
円滑な交通環境の整備

基本
施策 3

景観ワークショップ
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促していく。

（2）歩いて楽しいまちづくりの推進
　市内には魅力のある地域資源が多数あり、回
遊することによってまちの魅力を直接感じるこ
とが楽しさとなり、来街者の増加にもつながる。
そのため、歩行者を重視した安全で楽しい歩行
空間づくりを推進し、回遊性の向上を図ってい
く。

（3）�交通環境の整備と公共交通機関の利用
促進

　移動には、徒歩、自転車、自動車、バス・タ
クシーなどの公共交通機関など様々な手段があ
る。さらに本市ではバス交通を補完するムーバ
ス＊のネットワークも構築されており、交通不便
地域の解消が図られている。引き続き公共交通
機関の利用を促進するとともに、各移動手段が
スムーズに連携する交通環境の整備を、市民交
通計画に基づき推進する。

（4）�自転車利用環境の整備と交通ルール・
マナーの啓発

　交通ルールやマナーを守らない自転車の危険
運転や重大事故が社会問題となる中、平成 27年
に自転車運転者への罰則強化を盛り込んだ改正
道路交通法が施行された。学校や警察との連携
により、市域を越えた取り組みや事故再現型の
講習会などを実施するとともに、効果的な新し
い取り組みを検討しながら、今後も継続して交
通ルールの周知徹底やマナーの向上を図る。
　歩行者・自転車・自動車が共存できるよう、
本市の実情に即した自転車走行空間の整備を進
めるための「自転車走行空間ネットワーク計画＊」
を策定する。
　自転車駐車場については、整備が進み一定程

度充足してきているが、今後も不足するエリア
を中心に引き続き整備を進める。また、短時間
無料制度、フリーゾーン＊、総合満空表示盤の導
入などにより、既存自転車駐車場の有効活用を
促進する。

　本市の都市計画道路＊の整備率は約 61％にと
どまっており、休日などには吉祥寺をはじめと
した駅周辺において交通渋滞が発生し、それに
伴い周辺の生活道路を抜け道として利用するな
ど、渋滞を回避するための通過交通が流入して
いる。また、東西方向の幹線道路の大部分は歩
道幅員が十分に確保されておらず、歩行者や自
転車が安全で快適に通行するための環境整備が
図られていない。今後の社会情勢や交通需要な
どを考慮するとともに道路ネットワークとして
の必要性や優先度を踏まえて、さらに整備を推
進していく。
　整備を推進するにあたっては、歩行者、自転
車及び自動車の共存の観点を踏まえつつ、歩行
者空間の充実、景観への配慮、スムーズな交通
網の確立による騒音・大気汚染の抑制、防災性
の向上、沿道市街地の住環境などに配慮した道
路づくりを進める。

自転車安全教室

道路ネットワークの整備基本
施策 4

図 対 
番号

都市計画道路番号 計画 施行済 施行率 当初計画決定
名称 幅員ｍ 延長ｍ 延長ｍ 延長比％ 年月日

① ３・６・１号
下連雀境南線 11 1,110 1,110 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

② ３・４・２号
三鷹駅南口寺南線 16 750 750 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

③ ３・５・５号
三鷹駅八丁通り線 15 520 520 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

④ ３・３・６号
調布保谷線 25 770 770 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑤ ３・４・７号
三鷹駅国分寺線

16
（12）

2,540
（590）

2,540
（590） 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑥ ３・４・８号
吉祥寺本町線 16 230 230 100.0% 昭和 39 年 10 月 23 日

建設省告示 3,030 号

⑦ ３・５・９号
水吐桜堤線 12 980 980 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑧ ３・４・13 号
井の頭本田線 16 1,330 0 0.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑨ ３・３・14 号
吉祥寺駅南口線 22 50

（広場 1,900） 50 100.0%
（広場 0.0）

昭和 39 年 10 月 23 日
建設省告示 3,030 号

⑩ ３・３・15 号
吉祥寺駅北口線 22 240

（広場 10,400）
240

（広場 10,400） 100.0% 昭和 39 年 10 月 23 日
建設省告示 3,030 号

⑪ ３・５・17 号
下連雀秩父通り線

12
（12 ～ 18）

2,160
（194）

1,820
（194） 84.3% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑫ ３・３・18 号
三鷹駅北口線 22 320

（広場 6,050）
320

（広場 6,050） 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日
建設省告示 1,776 号

⑬ ３・５・19 号
中央通り線

15
（16）
（22）

960
（270）
（180）

960
（270）
（180）

100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日
建設省告示 1,776 号

⑭ ３・４・20 号
野崎武蔵境駅南口線

16
（20）

590
（60）

（広場 6,200）

590
（60）

（広場 6,200）
100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑮ ３・５・21 号
武蔵境駅境南線 15 60 60 100.0% 昭和 45 年 4 月 28 日

武蔵野市告示第 44 号

⑯ ３・３・23 号
武蔵境駅北口線 22 160

（広場 6,700）
160

（広場 6,700） 100.0% 昭和 61 年 8 月 12 日
東京都告示第 876 号

⑰ ３・５・25 号
桜堤中央通り線 12 740 740 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑱ ３・４・26 号
新小金井久留米線 16 920 0 0.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑲ ３・４・27 号
寺前境南線 16 150 0 0.0% 平成 6 年 5 月 11 日

東京都告示第 599 号

⑳ ７・６・１号
三鷹駅万助橋線 10 1,140 400 35.1% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

� 武鉄中付１ ６～ 13 70 70 100.0% 平成 6 年 5 月 11 日
武蔵野市告示第 38 号

� 武鉄中付２ 10.5 300 300 100.0% 平成 6 年 5 月 11 日
武蔵野市告示第 38 号

合  計 16,090 12,610 78.4%

■ 都市計画道路（市施行）
平成28年３月31日現在

三鷹駅 
吉祥寺駅 

武蔵境駅 

市役所 

市役所 

都市計画道路（市施行） 

都市計画道路（都施行） 

鉄道 

① 3・6・1

② 3・4・2

④
 3

・3
・

6

⑤ 3・4・7 ③ 3・5・5

⑥ 3・4・8
⑦ 3・5・9

⑩
 3

・3
・

15
⑧

 3・
4・

13

⑨ 3・3・14

⑭
3・

4・
20

⑫
3・

3・
18

⑪
 3・

5・
17

⑮3・5・21

⑯
3・

3・
23

⑯
3・

3・
23⑰

3・
5・

25

⑱
3・

4・
26

⑲3・4・27
⑳ 7・6・1

21 武鉄中付１ 22 武鉄中付２ 

⑬
 3

・5
・

19

■ 都市計画道路　路線図
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促していく。

（2）歩いて楽しいまちづくりの推進
　市内には魅力のある地域資源が多数あり、回
遊することによってまちの魅力を直接感じるこ
とが楽しさとなり、来街者の増加にもつながる。
そのため、歩行者を重視した安全で楽しい歩行
空間づくりを推進し、回遊性の向上を図ってい
く。

（3）�交通環境の整備と公共交通機関の利用
促進

　移動には、徒歩、自転車、自動車、バス・タ
クシーなどの公共交通機関など様々な手段があ
る。さらに本市ではバス交通を補完するムーバ
ス＊のネットワークも構築されており、交通不便
地域の解消が図られている。引き続き公共交通
機関の利用を促進するとともに、各移動手段が
スムーズに連携する交通環境の整備を、市民交
通計画に基づき推進する。

（4）�自転車利用環境の整備と交通ルール・
マナーの啓発

　交通ルールやマナーを守らない自転車の危険
運転や重大事故が社会問題となる中、平成 27年
に自転車運転者への罰則強化を盛り込んだ改正
道路交通法が施行された。学校や警察との連携
により、市域を越えた取り組みや事故再現型の
講習会などを実施するとともに、効果的な新し
い取り組みを検討しながら、今後も継続して交
通ルールの周知徹底やマナーの向上を図る。
　歩行者・自転車・自動車が共存できるよう、
本市の実情に即した自転車走行空間の整備を進
めるための「自転車走行空間ネットワーク計画＊」
を策定する。
　自転車駐車場については、整備が進み一定程

度充足してきているが、今後も不足するエリア
を中心に引き続き整備を進める。また、短時間
無料制度、フリーゾーン＊、総合満空表示盤の導
入などにより、既存自転車駐車場の有効活用を
促進する。

　本市の都市計画道路＊の整備率は約 61％にと
どまっており、休日などには吉祥寺をはじめと
した駅周辺において交通渋滞が発生し、それに
伴い周辺の生活道路を抜け道として利用するな
ど、渋滞を回避するための通過交通が流入して
いる。また、東西方向の幹線道路の大部分は歩
道幅員が十分に確保されておらず、歩行者や自
転車が安全で快適に通行するための環境整備が
図られていない。今後の社会情勢や交通需要な
どを考慮するとともに道路ネットワークとして
の必要性や優先度を踏まえて、さらに整備を推
進していく。
　整備を推進するにあたっては、歩行者、自転
車及び自動車の共存の観点を踏まえつつ、歩行
者空間の充実、景観への配慮、スムーズな交通
網の確立による騒音・大気汚染の抑制、防災性
の向上、沿道市街地の住環境などに配慮した道
路づくりを進める。

自転車安全教室

道路ネットワークの整備基本
施策 4

図 対 
番号

都市計画道路番号 計画 施行済 施行率 当初計画決定
名称 幅員ｍ 延長ｍ 延長ｍ 延長比％ 年月日

① ３・６・１号
下連雀境南線 11 1,110 1,110 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

② ３・４・２号
三鷹駅南口寺南線 16 750 750 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

③ ３・５・５号
三鷹駅八丁通り線 15 520 520 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

④ ３・３・６号
調布保谷線 25 770 770 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑤ ３・４・７号
三鷹駅国分寺線

16
（12）

2,540
（590）

2,540
（590） 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑥ ３・４・８号
吉祥寺本町線 16 230 230 100.0% 昭和 39 年 10 月 23 日

建設省告示 3,030 号

⑦ ３・５・９号
水吐桜堤線 12 980 980 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑧ ３・４・13 号
井の頭本田線 16 1,330 0 0.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑨ ３・３・14 号
吉祥寺駅南口線 22 50

（広場 1,900） 50 100.0%
（広場 0.0）

昭和 39 年 10 月 23 日
建設省告示 3,030 号

⑩ ３・３・15 号
吉祥寺駅北口線 22 240

（広場 10,400）
240

（広場 10,400） 100.0% 昭和 39 年 10 月 23 日
建設省告示 3,030 号

⑪ ３・５・17 号
下連雀秩父通り線

12
（12 ～ 18）

2,160
（194）

1,820
（194） 84.3% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑫ ３・３・18 号
三鷹駅北口線 22 320

（広場 6,050）
320

（広場 6,050） 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日
建設省告示 1,776 号

⑬ ３・５・19 号
中央通り線

15
（16）
（22）

960
（270）
（180）

960
（270）
（180）

100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日
建設省告示 1,776 号

⑭ ３・４・20 号
野崎武蔵境駅南口線

16
（20）

590
（60）

（広場 6,200）

590
（60）

（広場 6,200）
100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑮ ３・５・21 号
武蔵境駅境南線 15 60 60 100.0% 昭和 45 年 4 月 28 日

武蔵野市告示第 44 号

⑯ ３・３・23 号
武蔵境駅北口線 22 160

（広場 6,700）
160

（広場 6,700） 100.0% 昭和 61 年 8 月 12 日
東京都告示第 876 号

⑰ ３・５・25 号
桜堤中央通り線 12 740 740 100.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑱ ３・４・26 号
新小金井久留米線 16 920 0 0.0% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

⑲ ３・４・27 号
寺前境南線 16 150 0 0.0% 平成 6 年 5 月 11 日

東京都告示第 599 号

⑳ ７・６・１号
三鷹駅万助橋線 10 1,140 400 35.1% 昭和 37 年 7 月 26 日

建設省告示 1,776 号

� 武鉄中付１ ６～ 13 70 70 100.0% 平成 6 年 5 月 11 日
武蔵野市告示第 38 号

� 武鉄中付２ 10.5 300 300 100.0% 平成 6 年 5 月 11 日
武蔵野市告示第 38 号

合  計 16,090 12,610 78.4%

■ 都市計画道路（市施行）
平成28年３月31日現在

三鷹駅 
吉祥寺駅 

武蔵境駅 

市役所 

市役所 

都市計画道路（市施行） 

都市計画道路（都施行） 

鉄道 

① 3・6・1

② 3・4・2
④

 3
・3

・
6

⑤ 3・4・7 ③ 3・5・5

⑥ 3・4・8
⑦ 3・5・9

⑩
 3

・3
・

15
⑧

 3・
4・

13

⑨ 3・3・14

⑭
3・

4・
20

⑫
3・

3・
18

⑪
 3・

5・
17

⑮3・5・21

⑯
3・

3・
23

⑯
3・

3・
23⑰

3・
5・

25

⑱
3・

4・
26

⑲3・4・27
⑳ 7・6・1

21 武鉄中付１ 22 武鉄中付２ 

⑬
 3

・5
・

19

■ 都市計画道路　路線図
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　下水道施設の老朽化による機能低下、大規模
地震による下水道の機能不全や都市型浸水は、
市民生活や都市機能に重大な影響を及ぼす。ま
た、下水道の終末処理場を持たない本市は、今
後も様々な施設の整備に関わる多額の負担金が
発生することになる。これらの課題に対応して
いくために、下水道事業の健全かつ計画的な運
営が求められており、これまでも、一般会計か
らの繰り出し基準の厳格化、下水道総合計画の
改定や下水道整備基金の設置などを行ってきた。
今後も、官公庁会計から公営企業会計への移行
など持続可能な下水道経営に向けた取り組みを
推進するとともに、様々な施策・事業を組み合
わせ、市民、事業者と連携しながら水循環都市
の構築を目指す。

（1）下水道施設機能の維持・向上
　下水道総合計画に基づき、管きょの再構築や
重要な幹線管きょ等の耐震化などに取り組み、
下水道施設の機能の維持・向上を図るとともに、
対処療法的な維持管理から予防保全型へ転換し
ていくなど、今後実施すべき事業を着実に実現
していく。吉祥寺駅周辺地区での臭気問題は、
まちのイメージにも関わる課題であり、ビル所
有者等とも連携しながら対応を進めていく。

（2）持続可能な下水道経営
　施設の更新等で将来的に事業費の増加が見込
まれる中、節水機器の普及等により有収水量は
減少傾向にあり下水道の使用料収入の維持が難
しい状況にあるなど、財源の確保が課題となる。 
今後も安定した下水道サービスを提供していく
ため、施設整備コストの縮減や基金を活用した
市債の抑制を行い、中長期的な財政計画と使用
料について定期的な見直しを行う。

（3）水循環型社会の構築
　都市化の進展により雨水は地下に浸透せず、
その多くが下水道に流入し、処理されている。
このことが一因で、集中豪雨等による都市型浸
水に対するリスクが増大している。またその他
にも、本市が水道事業の水源として地下水を汲
み上げ消費していることや井の頭恩賜公園等の
湧水量が減少していることなどを水の循環とい
う仕組みとともに、市民にわかりやすく説明し
ながら、下水道総合計画に掲げた水循環都市の
構築を全市民的課題として推進していく。

　本市では、まちづくりや福祉的な視点を踏ま
えて住宅施策を総合的に推進しているが、少子
高齢化社会の進展に備え、子育て・福祉分野な
どとの連携の強化を図り、住宅施策を総合的か
つ体系的に推進していく。公的・民間住宅供給
事業者などと連携し、既存の住宅ストックなど
の利活用を進めるとともに、多様な世代や世帯
に適応する住まいづくりを推進する。なお、空
き家については現状を把握し、総合的な取り組
みの必要性を検討する。また、良好な住環境の
確保に向け、分譲マンションの円滑な建替え・
改修の促進や適切な維持管理に関する支援を進
めていく。

（1）計画的な住宅施策の推進
　安全・安心で質の高い住まいや住環境づくり
などの住宅施策をまちづくりや福祉などの視点
も踏まえ、関連団体などとの連携も図りながら、
総合的、計画的に進めていく。また、高齢者な
どの住宅確保に配慮を要する世帯に対し、民間
賃貸住宅への入居支援事業等を推進していくと
ともに、市民全体の公平性や施設管理の効率性
を踏まえて、市営住宅や福祉型住宅の管理・運
営を引き続き行っていく。

（2）�多様な世代・世帯に適応する住環境づ
くり

　市民の誰もがライフステージやライフスタイ
ル、世帯構成に応じた住まいの選択ができるよ
うに、（一財）武蔵野市開発公社＊と連携し、住
み替えを支援する制度の利用促進を図っていく。
また国や都が行う多様な住宅の供給に関する制
度について、関係機関と連携を図り、市民や事
業者等への情報提供を行っていく。

（3）良好な住環境づくりへの支援
　良好な住環境を維持・創出していくためには、
開発事業者への指導を行うとともに、専門家や
関連団体と連携を図っていく。
　特に、本市では旧耐震基準で建設された分譲
マンションの割合が都平均を上回っており、大

住宅施策の総合的な取組み基本
施策 6

下水道管再生工事

（1）生活道路の整備
　身近な公共空間である住宅地内の生活道路に
ついては、歩行者重視の視点により、安全性や
快適性を重視した整備を進めていく。また、警
察などの関係機関との連携や市民の協力のもと、
交通規制、交通ルール及びマナー向上などの取
り組みを推進し、歩行環境の整備を図っていく。

（2）都市計画道路ネットワーク整備の推進
　市内の都市計画道路網は、市施行分に対して
都施行分の整備率が低く、南北方向に比べて東
西方向の整備が進んでおらず、計画決定から未
だに事業化に至らない未着手路線が多く残され
ている。特に、五日市街道、井ノ頭通り、女子
大通りなどは地域間を結ぶ東西方向の幹線道路
であることから、早急な事業化について引き続
き都へ要請を行っていく。
　道路ネットワークとしての必要性や優先度を踏
まえ、都市計画道路＊の整備方針において、優先
整備路線に位置付けられた幹線道路については、
都と協力して事業を推進していく。また、未着手
路線を対象に必要性の検証などを継続的に行う。

（3）外環への対応
　市内が大深度区間となっている都市高速道路
外郭環状線＊については、生活道路への交通の影
響、大気質や地下水などの環境への影響、工事
期間中や開通後の安全性などに対する市民の不
安や懸念を払拭するため、今後検討していく課
題とその解決のための「対応の方針」の確実な
履行と適時適切な情報提供を国に要請していく。
　外郭環状線の２＊については、地域の安全性の
確保、交通環境の改善などとともに、地域分断
や住環境の悪化などの課題もあり、総合的な検
討が必要となる。今後も市は地域住民の意見を
十分に尊重するとともに、沿線地域との連携な
どを図り、都に対応を求めていく。

下水道の再整備基本
施策 5

分譲マンション管理セミナー
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重要な幹線管きょ等の耐震化などに取り組み、
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減少傾向にあり下水道の使用料収入の維持が難
しい状況にあるなど、財源の確保が課題となる。 
今後も安定した下水道サービスを提供していく
ため、施設整備コストの縮減や基金を活用した
市債の抑制を行い、中長期的な財政計画と使用
料について定期的な見直しを行う。
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だに事業化に至らない未着手路線が多く残され
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外郭環状線＊については、生活道路への交通の影
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期間中や開通後の安全性などに対する市民の不
安や懸念を払拭するため、今後検討していく課
題とその解決のための「対応の方針」の確実な
履行と適時適切な情報提供を国に要請していく。
　外郭環状線の２＊については、地域の安全性の
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や住環境の悪化などの課題もあり、総合的な検
討が必要となる。今後も市は地域住民の意見を
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に基づき、駅前広場やまちの軸となる道路の整
備など、エリア特性を活かし、回遊性の充実、
安全・安心の向上を目指したまちづくりを推進す
る。なお、進化するまち「NEXT －吉祥寺」プ
ロジェクト＊の後期計画の進捗を踏まえ、上位計
画である吉祥寺グランドデザイン＊の改定につい
ても検討する。

　①交通環境の整備
　　駅南口のパークロードの頻繁なバス往来に

よる危険な歩行者環境を改善し、歩行者優先
化を図るため、南口駅前広場の整備を進める
とともに、井ノ頭通り、北口駅前広場及び周
辺道路を含む総合的な交通体系を研究・検討
し、駅周辺部の交通課題の解決を図る。

　②エリア特性を活かしたまちづくり
　　進化するまち「NEXT －吉祥寺」プロジェ

規模修繕や建替えなどが必要な建築物が今後ま
すます増加していくことが予想される。しかし、
区分所有者間での合意形成の難しさや高齢化な
どによる管理組合の担い手不足など多岐にわた
る課題があるため、引き続き専門家派遣や耐震
化助成などを実施し、必要に応じて支援策の拡
充を図る。また、これらの支援を効果的に行う
ために、管理組合などとの連携を図る仕組みづ
くりを検討する。
　併せて、防災・防犯、子育て、地域福祉活動
などをきっかけとしながら、マンション居住者
が地域とのつながりを持てる仕組みづくりにつ
いて研究する。

　まちの魅力を高めていくため、それぞれの個
性を活かした三駅周辺のまちづくりを推進する。

（1）吉祥寺駅周辺
　吉祥寺駅の大改修が行われ、駅周辺の大型商
業ビルの建替えもあり、これらの変化をさらに
魅力あるまちづくりにつなげていく必要がある。
特に近接する井の頭公園などの観光資源を活か
したまちづくりを進めるとともに、老朽化建築
物の建替え促進、交通環境の改善、市有地の有
効活用などの対応を急ぐ必要がある。そのため、
進化するまち「NEXT －吉祥寺」プロジェクト＊ 

三駅周辺まちづくりの推進基本
施策 7

クト＊に基づきエリアごとの特性に応じたまち
づくりを推進するとともに、全体の回遊性を
向上させることで、まちの活性化及びブラン
ド力の維持・向上を図る。

　　パークエリア内の武蔵野公会堂は老朽化が
進んでいるが、公会堂敷地の利活用はまちづ
くりのうえで大きな要素となることから、駅
周辺街区を含めた利活用について検討を進め
る。イーストエリアについては、これまでの
環境浄化の取り組みやまちのにぎわい創出を
踏まえ、暫定自転車駐車場として使用してい
る市有地の新たな土地利用の検討、整備を進
め、エリア全体の活性化を図っていく。

　　セントラルエリアやパークロード沿道をは
じめとする建築物の老朽化が進んだエリアに
ついては、建物更新を促進するための方策を
検討する。

（2）三鷹駅周辺
　緑豊かな駅前広場を中心とした商業・業務地
と良質な住宅街が近接する三鷹駅北口地区の目
指すべきまちづくりの方向性について、地域住
民や商業者などの意見を踏まえ、玉川上水の水
や緑などの地域資源の活用を含めて「三鷹駅北
口街づくりビジョン＊（仮称）」を策定する。ビジョ
ン策定後は、位置付けられた方向性の実現に向
けて、地域住民や商業者などとの協働のもと事

業を推進していく。

　①交通環境の整備
　　駅前広場は暫定整備によって交通動線の交

錯などが改善されているが、補助幹線道路＊の
完成を見据えた駅周辺の交通体系のあり方に
ついて検討を進めていく。

　②土地利用
　　駅周辺の土地利用については、駅前地区に

ふさわしく、活気があり魅力的な街並み形成
に向けた方策を検討し、地域住民や土地所有
者、事業者、商業者などと連携・協力してまち
づくりを推進していく。低・未利用の市有地
については、「三鷹駅北口街づくりビジョン＊ 

（仮称）」を踏まえ、有効活用を検討していく。

（3）武蔵境駅周辺
　鉄道連続立体交差事業が完了し、水と緑を活
用した「うるおい」、人々の「ふれあい」、まち
の活性化「にぎわい」をコンセプトに、武蔵境
らしい駅前空間の創出に取り組んできた。北口
駅前広場や駅周辺の道路などの都市基盤の整備
が完了した後も、鉄道高架下の利活用の促進や
区画道路の整備、南北一体のまちづくりをさら
に推進していく。
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に基づき、駅前広場やまちの軸となる道路の整
備など、エリア特性を活かし、回遊性の充実、
安全・安心の向上を目指したまちづくりを推進す
る。なお、進化するまち「NEXT －吉祥寺」プ
ロジェクト＊の後期計画の進捗を踏まえ、上位計
画である吉祥寺グランドデザイン＊の改定につい
ても検討する。
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よる危険な歩行者環境を改善し、歩行者優先
化を図るため、南口駅前広場の整備を進める
とともに、井ノ頭通り、北口駅前広場及び周
辺道路を含む総合的な交通体系を研究・検討
し、駅周辺部の交通課題の解決を図る。

　②エリア特性を活かしたまちづくり
　　進化するまち「NEXT －吉祥寺」プロジェ

規模修繕や建替えなどが必要な建築物が今後ま
すます増加していくことが予想される。しかし、
区分所有者間での合意形成の難しさや高齢化な
どによる管理組合の担い手不足など多岐にわた
る課題があるため、引き続き専門家派遣や耐震
化助成などを実施し、必要に応じて支援策の拡
充を図る。また、これらの支援を効果的に行う
ために、管理組合などとの連携を図る仕組みづ
くりを検討する。
　併せて、防災・防犯、子育て、地域福祉活動
などをきっかけとしながら、マンション居住者
が地域とのつながりを持てる仕組みづくりにつ
いて研究する。

　まちの魅力を高めていくため、それぞれの個
性を活かした三駅周辺のまちづくりを推進する。
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物の建替え促進、交通環境の改善、市有地の有
効活用などの対応を急ぐ必要がある。そのため、
進化するまち「NEXT －吉祥寺」プロジェクト＊ 

三駅周辺まちづくりの推進基本
施策 7

クト＊に基づきエリアごとの特性に応じたまち
づくりを推進するとともに、全体の回遊性を
向上させることで、まちの活性化及びブラン
ド力の維持・向上を図る。
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　　駅周辺の土地利用については、駅前地区に

ふさわしく、活気があり魅力的な街並み形成
に向けた方策を検討し、地域住民や土地所有
者、事業者、商業者などと連携・協力してまち
づくりを推進していく。低・未利用の市有地
については、「三鷹駅北口街づくりビジョン＊ 

（仮称）」を踏まえ、有効活用を検討していく。

（3）武蔵境駅周辺
　鉄道連続立体交差事業が完了し、水と緑を活
用した「うるおい」、人々の「ふれあい」、まち
の活性化「にぎわい」をコンセプトに、武蔵境
らしい駅前空間の創出に取り組んできた。北口
駅前広場や駅周辺の道路などの都市基盤の整備
が完了した後も、鉄道高架下の利活用の促進や
区画道路の整備、南北一体のまちづくりをさら
に推進していく。
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　①交通環境の整備
　　北口駅前広場や周辺の幹線道路の整備は概
ね完了している。今後も駅周辺の区画道路の
整備を着実に進め、防災機能や利便性の向上
を図る。

　②さらなるまちのにぎわいに向けた取り組み
　　鉄道連続立体交差事業により生まれた高架
下の空間の整備により、新たなにぎわいが創
出されている。残された鉄道高架下や隣接す
る市有地については、さらなる駅周辺のにぎ
わいや魅力的な空間の創出に取り組んでいく。
また、市民の利便性を考慮し、武蔵境市政セ
ンターを移転する。

　本市は多摩 26 市の中で、単独で水道事業を
行っている３市しかない自治体の１つである。
水道は日常の市民生活と都市活動、災害時の「生
命の水」として最も重要なライフラインであり、
常に安全で確実な事業運営が求められている。
　水道事業を開始してから既に 60年が経過して
おり、老朽化した施設は更新時期を迎えている。
安全でおいしい水の安定供給を行うため、浄水
場施設や水源施設の適正な維持管理や配水管網
の更新、耐震性の向上を引き続き計画的に進め
ていく。

　また、将来にわたって、平時のみならず災害
時や事故発生時においても水道水を安定して供
給できるよう、早期に都営水道との一元化＊を図
る。

（1）水の安定供給
　配水管については、「配水補助管更新計画」に
基づき、耐震性の低いものから重点的に更新し
ている。今後も引き続き整備を進め、耐震化率
の向上を図る。
　また、円滑で効率的な水運用のため「施設整
備保全計画」に基づき、経年劣化した浄水場及
び水源施設の維持・更新を行うとともに、直結
給水方式＊の普及により、安全でおいしい水の安
定供給を図る。

（2）都営一元化に向けた取り組み
　本市の水道施設は、バックアップ機能が十分
に整備されておらず災害や事故で被害を受けた
場合、大規模な断水の恐れがある。バックアッ
プ機能を強化するとともに、将来にわたり水道
水の安定供給を可能とするため、早期に都営水
道との一元化＊を図る。

安全でおいしい水の安定供給基本
施策 8

主な事業
事業費（単位：百万円）

H28 H29 H30 H31 H32

都市計画マスタープランの運用 5

道路の景観整備の推進 377 377 377 377 377

道路総合管理計画（仮称）の策定と計画的な維持管理の実施 8

バリアフリー基本構想に基づく事業の推進 2 2

市民交通計画の推進

区画道路の整備の推進 332 332 332 332 332

下水道施設の機能の維持・向上

水循環型社会の構築 45 14 14 14 6

分譲マンションの適切な維持管理等への支援 1 1 1 1 1

吉祥寺駅南口駅前広場の整備 4 1,500 1,500 1,500 200

吉祥寺駅南口周辺再整備基本構想の検討 2 3 3

吉祥寺東部地区の区画道路の整備と沿道まちづくりの検討 300 300 300 300

三鷹駅北口街づくりビジョン（仮称）の策定と事業化の検討 2 3

公民連携による武蔵境駅北口市有地の活用（武蔵境市政センターの移転）

配水管網整備の推進 355 300 300 300 300

都営一元化に向けた取り組み 19
※事業費については、新規事業と建設事業を除きレベルアップ分を記載し、未定もしくは経常経費は空欄とした。

■�主な事業の実施予定及び事業費

武蔵境駅北口駅前広場
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　①交通環境の整備
　　北口駅前広場や周辺の幹線道路の整備は概
ね完了している。今後も駅周辺の区画道路の
整備を着実に進め、防災機能や利便性の向上
を図る。

　②さらなるまちのにぎわいに向けた取り組み
　　鉄道連続立体交差事業により生まれた高架
下の空間の整備により、新たなにぎわいが創
出されている。残された鉄道高架下や隣接す
る市有地については、さらなる駅周辺のにぎ
わいや魅力的な空間の創出に取り組んでいく。
また、市民の利便性を考慮し、武蔵境市政セ
ンターを移転する。

　本市は多摩 26 市の中で、単独で水道事業を
行っている３市しかない自治体の１つである。
水道は日常の市民生活と都市活動、災害時の「生
命の水」として最も重要なライフラインであり、
常に安全で確実な事業運営が求められている。
　水道事業を開始してから既に 60年が経過して
おり、老朽化した施設は更新時期を迎えている。
安全でおいしい水の安定供給を行うため、浄水
場施設や水源施設の適正な維持管理や配水管網
の更新、耐震性の向上を引き続き計画的に進め
ていく。

　また、将来にわたって、平時のみならず災害
時や事故発生時においても水道水を安定して供
給できるよう、早期に都営水道との一元化＊を図
る。

（1）水の安定供給
　配水管については、「配水補助管更新計画」に
基づき、耐震性の低いものから重点的に更新し
ている。今後も引き続き整備を進め、耐震化率
の向上を図る。
　また、円滑で効率的な水運用のため「施設整
備保全計画」に基づき、経年劣化した浄水場及
び水源施設の維持・更新を行うとともに、直結
給水方式＊の普及により、安全でおいしい水の安
定供給を図る。

（2）都営一元化に向けた取り組み
　本市の水道施設は、バックアップ機能が十分
に整備されておらず災害や事故で被害を受けた
場合、大規模な断水の恐れがある。バックアッ
プ機能を強化するとともに、将来にわたり水道
水の安定供給を可能とするため、早期に都営水
道との一元化＊を図る。

安全でおいしい水の安定供給基本
施策 8

主な事業
事業費（単位：百万円）

H28 H29 H30 H31 H32

都市計画マスタープランの運用 5

道路の景観整備の推進 377 377 377 377 377

道路総合管理計画（仮称）の策定と計画的な維持管理の実施 8

バリアフリー基本構想に基づく事業の推進 2 2

市民交通計画の推進

区画道路の整備の推進 332 332 332 332 332

下水道施設の機能の維持・向上

水循環型社会の構築 45 14 14 14 6

分譲マンションの適切な維持管理等への支援 1 1 1 1 1

吉祥寺駅南口駅前広場の整備 4 1,500 1,500 1,500 200

吉祥寺駅南口周辺再整備基本構想の検討 2 3 3

吉祥寺東部地区の区画道路の整備と沿道まちづくりの検討 300 300 300 300

三鷹駅北口街づくりビジョン（仮称）の策定と事業化の検討 2 3

公民連携による武蔵境駅北口市有地の活用（武蔵境市政センターの移転）

配水管網整備の推進 355 300 300 300 300

都営一元化に向けた取り組み 19
※事業費については、新規事業と建設事業を除きレベルアップ分を記載し、未定もしくは経常経費は空欄とした。

■�主な事業の実施予定及び事業費

武蔵境駅北口駅前広場
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